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■決算特別委員会

 問
　
国
民
健
康
保
険
証
が
小
さ

く
な
っ
た
こ
と
で
、
無
く
し
た

り
詐
欺
な
ど
に
悪
用
さ
れ
る
心

配
は
な
い
か
。

国
民
健
康
保
険
証
が

悪
用
さ
れ
る
心
配
は

住
民
生
活
課
　
収
納
ケ
ー
ス
も

一
緒
に
送
付
す
る
予
定
で
あ
る
。

保
険
証
に
は
、
不
正
に
使
用
す

る
と
刑
法
な
ど
で
罰
せ
ら
れ
る

と
書
い
て
あ
る
が
、
悪
用
し
な

い
よ
う
広
報
で
周
知
し
た
い
。

 問
　
県
立
病
院
の
先
生
が
、
年

間
1
0
0
0
件
の
訪
問
診
療
を

し
て
い
る
が
、
大
変
な
負
担
で

あ
る
。
開
業
の
先
生
方
に
も
協

力
し
て
も
ら
え
な
い
か
。

保
健
福
祉
課
　
6
月
は
　
件
の

64

訪
問
診
療
は
大
変
な
負
担

開
業
の
先
生
か
ら
協
力
を

訪
問
診
療
を
し
て
い
る
。
寝
た

き
り
の
人
が
ほ
と
ん
ど
で
、
県

立
病
院
に
か
か
っ
て
い
る
人
で

あ
る
。
開
業
医
の
先
生
方
に
対

す
る
依
頼
は
、
今
後
検
討
し
て

対
応
し
た
い
。

 問
　
新
政
権
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
を
廃
止
す
る
と
公
約

し
て
い
る
が
、
町
は
ど
の
よ
う

に
対
応
す
る
か
。

副
町
長
　
3
党
合
意
が
な
さ
れ

て
お
り
、
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
も
そ
の
通
り
書
か
れ
て
い

る
。
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、

将
来
、
一
元
的
な
運
用
を
す
る

た
め
に
財
源
が
8
5
0
0
億
円

必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
財
源

を
確
保
で
き
次
第
、　

年
度
ま

25

で
に
実
施
す
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。
今
後
、
国
の
動
き
を
注
視

し
、
町
と
し
て
の
考
え
を
ま
と

め
た
い
。

 問
　
簡
易
水
道
の
給
水
人
口
が

減
っ
て
い
く
。
将
来
、
上
水
道

と
の
統
合
見
通
し
は
。

水
道
事
業
所
　
簡
易
水
道
料
金

収
入
は
、
毎
年
　
万
円
か
ら
　

50

70

新
政
権
の
公
約
に

ど
う
対
応
す
る
か

簡
易
水
道
の
給
水
人
口
減

上
水
道
と
の
統
合
見
通
し

万
円
ず
つ
減
っ
て
い
る
の
で
、

今
後
も
経
費
節
減
に
努
め
た
い
。

　
将
来
的
に
は
、
管
を
つ
な
げ

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
財

源
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
対

応
し
た
い
。

 問
　
処
理
場
汚
染
対
策
の
一
つ

と
し
て
、
大
浦
の
処
理
場
で
ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス
対
策
事
業
を
実
施

す
る
よ
う
だ
が
、
効
果
が
あ
れ

ば
、
大
沢
の
処
理
場
で
も
実
施

す
る
か
。

地
域
整
備
課
　
　
月
か
1
月
に

12

入
札
し
て
、
繰
越
事
業
で
来
年

5
月
頃
ま
で
に
は
完
成
予
定
。

大
沢
に
つ
い
て
は
、
大
浦
の
結

果
を
見
て
検
討
し
た
い
。

 問
　
水
道
の
給
水
人
口
も
減
り
、

今
後
、
施
設
整
備
に
か
か
わ
る

負
担
も
増
え
る
。
料
金
改
定
の

長
期
的
見
通
し
は
。

水
道
事
業
所
　
毎
年
2
0
0
万

円
か
ら
3
0
0
万
円
ず
つ
収
益

は
減
っ
て
き
て
い
る
。
当
面
は

現
行
の
料
金
で
い
き
た
い
と
思

う
が
、
今
後
の
事
業
計
画
を
見

な
が
ら
検
討
し
た
い
。

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
対
策
事
業

効
果
を
期
待
で
き
る
か

水
道
事
業
整
備
費
増

料
金
改
定
見
通
し
は
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特別
会計

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

■
佐

藤

照

彦
 議
員

　
以
下
の
理
由
で
反
対
す
る
。

　
国
保
運
営
の
危
機
は
、
政
府

が
予
算
を
減
ら
し
続
け
て
き
た

こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
今
回
の

政
権
交
代
を
契
機
に
し
て
、
以

前
の
よ
う
に
　
％
を
超
え
る
国

40

庫
負
担
に
増
や
す
よ
う
求
め
る
。

　
保
険
税
を
払
え
な
い
人
が
増

え
、
保
険
証
を
取
り
上
げ
ら
れ

た
り
、
資
格
証
明
書
が
発
行
さ

れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
国
の
負
担
で
保
険
税
を
引
き

下
げ
、
町
民
の
負
担
を
軽
減
す

る
よ
う
求
め
る
。

反
対
討
論

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

■
佐

藤

照

彦
 議
員

　
以
下
の
理
由
で
反
対
す
る
。

　
　
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
後

２０
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
世
界
に

例
を
み
な
い
制
度
で
あ
り
、　７５

歳
以
上
の
高
齢
者
を
医
療
差
別

す
る
も
の
で
容
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　
本
日
（
９
月
　
日
）
発
足
し

１６

た
民
主
党
中
心
の
政
権
は
、
こ

の
制
度
を
廃
止
し
新
し
い
制
度

を
実
施
す
る
考
え
で
あ
る
。

　
高
齢
者
や
国
民
が
安
心
で
き

る
医
療
制
度
と
な
る
よ
う
求
め

て
い
き
た
い
。

反
対
討
論

―― 注意していただきたいこと ――

○医療機関で受診する際は、必ず受診する本人の保険証
を提示してください。貸し借りは厳禁です。

○コピーしたものや有効期限が切れたものは使用でき
ません。

○記載内容を書き換えると無効になります。

▽新しい保険証《実物大》

見 本


